
別記様式第１号（第2条関係）

 長さ   センチメートル
 幅   センチメートル
 高さ   センチメートル

　自動車の保管場所の位置欄記載の場所は、申請に係る自動車の保管場所として確保されていることを証明願います。

年 月 日

警察署長　殿 〒（ ）

申請者　 電話

第 号

　自動車の保管場所の位置欄記載の場所は、上記申請に係る自動車の保管場所として確保されていることを証明する。

　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　警 察 署 長 印

　　
備考

自　動　車　保　管　場　所　証　明　書

必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 所 在 図 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。
１ 次 に 掲 げ る 場 合 は 、 所 在 図 の 添 付 を 省 略 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 警 察 署 長 は 、 保 管 場 所 の 付 近 の 目 標 と な る 地 物 及 び そ の 位 置 を 知 る た め 特 に

住　所

氏　名

(2) 自 動 車 の 使 用 の 本 拠 の 位 置 が 、 保 管 場 所 の 位 置 と 同 一 で あ る と き （ (1) に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。 ） 。
２ 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 と す る 。

本 拠 の 位 置 と 同 一 で あ り 、 か つ 、 申 請 に 係 る 場 所 が 旧 自 動 車 の 保 管 場 所 と さ れ て い る と き 。

登録
番号等

新規

代替

前車

現車

(1) 自 動 車 の 使 用 の 本 拠 の 位 置 が 、 旧 自 動 車 （ 申 請 者 が 保 有 者 で あ る 自 動 車 で あ っ て 申 請 に 係 る も の 以 外 の も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 係 る 使 用 の

電話

連
絡
先

自己・他人・共有
使用
権原

※　自動車の登録手続に必要となる自動車保管場所証明書は、
　登録申請の日からさかのぼっておおむね１か月以内に発行
　されたものとなりますので、注意してください。

氏名

自　動　車　保　管　場　所　証　明　申　請　書

車　　　　名 型　　　　式 自　動　車　の　大　き　さ車　台　番　号

自 動 車 の 使 用 の 本 拠 の 位 置

自 動 車 の 保 管 場 所 の 位 置
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１ 次 に 掲 げ る 場 合 は 、 所 在 図 の 添 付 を 省 略 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 警 察 署 長 は 、 保 管 場 所 の 付 近 の 目 標 と な る 地 物 及 び そ の 位 置 を 知 る た め 特 に
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